
坂戸市ＳＤＧｓ推進方針 

 

１ 策定の目的 

  本市では、令和２年度から令和６年度を計画期間とする「第２期坂戸市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」において、地方創生ＳＤＧｓの実現などの持続可

能なまちづくりを政策目標に位置付け取り組むこととしています。  

さらに、令和５年度にスタートする「次期坂戸市総合計画」では、ＳＤＧｓ

の理念を反映し、更なる行政サービスの向上を目指し、各施策の展開を図って

いく必要があります。ＳＤＧｓの実現に向けては、国レベルではなく、市民の

くらしに密着した地域発の取組が重要であり、市が進める施策や事業とかかわ

りが深いものであります。 

そこで、本市独自の推進方針を庁内外に発信・共有することで、市域全体で

ＳＤＧｓの理念等に対する関心を高め、市民や団体、民間企業等との協働のま

ちづくりをさらに推進するための基本的な方針を定めます。  

 

２ 推進方針 

（１）職員のＳＤＧｓに対する理解浸透を進めます。 

（２）各種個別計画の策定にあたっては、ＳＤＧｓの理念の反映に努めます。 

（３）施策・事業を進めるにあたっては、市民団体や事業者等の多様な主体との

連携に努めます。 

（４）本方針の進行管理については、総合計画における進行管理と一体的に行い

ます。 
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